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平成 22年度中間決算に関する郵便事業株式会社法第 13条第 1項に 

基づく報告徴求 

 

 貴社は、平成 22 年 11 月 12 日に、平成 22 年度中間決算の発表を行ったとこ

ろ、会社全体の営業損益ベースでは▲928 億円となり、平成 22 年度事業計画ベ

ースでは▲285億円、前年同期ベースでは▲659億円の悪化の状況にある。 

 

 本年度の事業計画では、JP エクスプレス社を７月に承継することとなってい

たことから、前年度と比較して 373 億円の下方修正となっていたものではある

が、今回の中間決算において、当該計画から更に 285 億円の下方修正となって

いる事態は、事業計画自体の信用性だけではなく、今後の郵便事業の適正な運

営への影響が懸念されるところである。 

 

 以上から、この中間決算の状況を踏まえ、以下の事項について、郵便事業株

式会社法第 13条第 1項に基づき、平成 23年１月 28日(金)までに報告を求める。 

 

１ 中間決算と事業計画の乖離に係る要因分析 

   本年度上半期における実績と事業計画との乖離についての要因分析 

（特に、ＪＰエクスプレス社の承継計画からの乖離についての要因分析） 

 

２ 収支改善施策 

収支改善施策の各施策の効果の分析も含む。 

 

３ 今後の経営見通し 

今後５年程度の経営指標・収支の見通し（資金収支も含む。） 

別紙 


